
予定価格の算出に使用する積算基準・価格の改定について 

１．改定内容 

 工事及び測量設計業務等の予定価格の算出に使用する積算基準・価格について、下記のとおり 

改定します。 

現行：入札公告日において適用されている積算基準・価格 

改定：起工起案日において適用されている積算基準・価格 

① 予定価格の算出に使用する単価

実施設計単価 起工起案日に適用されている適用世代 

刊行物 

建設物価、積算資料 
起工起案日の月の月号 

（例：３月号は 3/1～3/31に適用） 

土木コスト情報、土木施工単価 
起工起案日の月の季号 

（例：冬号は１月～３月に適用） 

② 閲覧設計書の総括情報表の表示

２．実施時期 

  令和３年４月１日以降に起工起案する工事及び測量設計業務等から適用。 

設
計
書
決
裁 

設
計
書
作
成 

工
事
（業
務
）起
工
起
案 

工
事
（業
務
）起
工
決
裁 

入
札
公
告

改定 現行 


